
さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠） 

 この事業は、町民（個人・ボランティア団体等）・行政・どうぶつ基金の協働により、

飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、殺処分となってしまう命を減らすとともに、増えす

ぎてしまった猫による被害を防ぎ、快適な生活環境の保全を図ることを趣旨としてい

ます。 

無責任に飼い主のいない猫にエサを与え、近隣に迷惑をかけてしまっている給餌

者からの「野良猫にエサをあげていたら増えすぎてしまったので対応してもらいたい」

という要望に応えるためのものではありません。 

趣旨をよくご理解いただき、手術チケット利用者が近隣住民に十分配慮した責任あ

る地域猫活動（時間を決めた給餌や排泄物の処理、トイレの設置・管理等）を行って

いただくことを前提とした取り組みです。 

 

さくらねことは 

 不妊去勢手術済の印に耳をさくらの花びらのように V字カットされた飼い主のいな

い猫を「さくらねこ」と呼んでいます。 

 地域に住み着いた猫を一時的に捕獲し、不妊去勢手術を行い、元居た場所へ返す

活動を TNR活動と呼び、こういった活動によって飼い主のいない猫をこれ以上増や

さないようにすることで、周辺の環境を守り、猫の殺処分減少を目指しています。 

 

さくらねこのその後 

飼い猫の寿命は 10年程ですが、飼い主のいない猫の寿命は 4～5年程度と言わ

れています。猫がその生涯を全うするまでの間は、地域の方が主体となり、ボランティ

アの方の協力のもと、適切な給餌や周辺の清掃などを行いながらさくらねこを見守っ

ていきます。この活動を「地域猫活動」と呼びます。 

ルールを決めて地域猫活動を行うことで、飼い主のいない猫による糞尿被害等の

トラブルを防ぎ、地域の生活環境を向上させることができます。 

  



 

鳩山町さくらねこ無料不妊手術事業の流れ          

チケットの有効期限は 1か月です。 

その間の TNR計画と申請するチケット

枚数について事前に相談してください。 
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様式第 1号に記入のうえ 

提出してください。 
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③チケット申請 

 

④チケット交付 

 

どうぶつ基金 

毎月 1日～5日までにチケット

申請をすると翌月にチケットが

交付されます。 
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鳩山町 どうぶつ基金 

⑧利用報告 

事業終了後速やかに様式第 4号

を提出してください。期限内に使い

きれずに余ったチケットがあれば

必ず返却してください。 

町からどうぶつ基金への利用報告後、

次回チケットの申請が可能になります。 

様式第 2号とチケットを交付します。 

期限内に TNR活動を行ってくださ

い。 


